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(57)【要約】
【課題】識別図柄を用いた遊技の進行を示唆する演出の
趣向性を高めることが可能な遊技機を提供すること。
【解決手段】複数の識別図柄２０群を複数の識別図柄２
０群の各々から選択された識別図柄２０の組み合わせで
停止または仮停止したときの組み合わせ態様が所定の組
み合わせ態様ではないとき、当該組み合わせ態様の中に
進行示唆図柄２０ａが含まれているときの方が、進行示
唆図柄２０ａが含まれていないときよりも、所定の組み
合わせでない態様から所定の組み合わせ態様に変化され
やすく設定されている遊技機１とする。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示装置において複数種の識別図柄を含む複数の識別図柄群を変動表示後、前記複数の
識別図柄群の各々から選択された識別図柄を停止させ、当該停止した識別図柄の組み合わ
せにより、遊技者に有利な特典を付与するか否かの当否判定結果を報知する報知手段を備
え、
　変動する前記複数の識別図柄群の各々から選択されて停止または仮停止する識別図柄の
組み合わせ態様として、当否判定結果が当たりであることを示す組み合わせ態様以外に、
連続演出が発生することを示す連続演出報知態様と、
前記連続演出報知態様に変化しやすい状態であることを示す変化示唆態様と、
が設定されていることを特徴とする遊技機。

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、当否判定結果を報知する識別図柄が設定された遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば下記特許文献１には、複数の図柄のうちの一部を、再び図柄が変動することを示
唆する滑り図柄として設定している遊技機が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１０－１５５９８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記遊技機は、滑り図柄が停止したときに、再び図柄が変動するだけであり、趣向性に
乏しいものがある。
【０００５】
　本発明が解決しようとする課題は、識別図柄を用いた遊技の進行を示唆する演出の趣向
性を高めることが可能な遊技機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するためになされた請求項１の発明にかかる遊技機は、表示装置におい
て複数種の識別図柄を含む複数の識別図柄群を変動表示後、前記複数の識別図柄群の各々
から選択された識別図柄を停止させ、当該停止した識別図柄の組み合わせにより、遊技者
に有利な特典を付与するか否かの当否判定結果を報知する報知手段を備え、変動する前記
複数の識別図柄群の各々から選択されて停止または仮停止する識別図柄の組み合わせ態様
として、当否判定結果が当たりであることを示す組み合わせ態様以外に、連続演出が発生
することを示す連続演出報知態様と、前記連続演出報知態様に変化しやすい状態であるこ
とを示す変化示唆態様と、が設定されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　請求項１に記載の発明にかかる遊技機では、変化示唆態様により、連続報知態様に変化
しやすい状態であることが示される。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本実施形態にかかる遊技機の正面図である。
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【図２】識別図柄の一覧図である。
【図３】擬似連続演出とともに実行される図柄変更示唆演出の具体例を説明するための図
である。
【図４】連続目の態様（所定の組み合わせ態様）を変動開始態様として設定する点を説明
するための図である。
【図５】図柄変更示唆演出が発生したにも拘わらず、連続目に変化しなかった場合（失敗
演出）を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の一実施形態にかかる遊技機１について図面を参照して詳細に説明する。
まず、図１を参照して遊技機１の全体構成について簡単に説明する。遊技機１は遊技盤９
０を備える。遊技盤９０は、ほぼ正方形の合板により成形されており、発射装置の操作に
よって発射された遊技球を遊技領域９０２に案内する金属製の薄板からなる帯状のガイド
レール９０３が略円弧形状となるように設けられている。
【００１０】
　遊技領域９０２には、第一始動入賞口９０４、第二始動入賞口９０５、大入賞口９０６
、アウト口９０７などが設けられている。遊技盤９０に形成された開口９０１を通じて表
示画面が視認可能である表示装置１０は、例えば液晶表示装置が用いられる。本実施形態
では、表示装置１０を用いて当否判定結果の報知や、種々の演出が実行される。当該演出
の一つとして、詳細を後述する図柄変更示唆演出が実行される。
【００１１】
　また、遊技領域９０２には、流下する遊技球が衝突することにより遊技球の流下態様に
変化を与える障害物としての遊技釘が複数設けられている。遊技領域９０２を流下する遊
技球は、遊技釘に衝突したときの条件に応じて様々な態様に変化する。
【００１２】
　このような遊技機１では、図示されない発射装置を操作することにより遊技領域９０２
に向けて遊技球を発射する。遊技領域９０２を流下する遊技球が、始動入賞口９０４、９
０５や大入賞口９０６等の入賞口に入賞すると、所定の数の賞球が払出装置により払い出
される。遊技球が始動入賞口９０４、９０５に入賞したときに、当否判定手段によって大
当たり（本発明における有利な特典に相当する）となるか否かの抽選がなされる。大当た
りとなると、上記大入賞口９０６が頻繁に開放し、遊技者は多くの遊技球を獲得すること
ができる。その他、以下で説明する図柄変更示唆演出以外の構成は、どのようなものであ
ってもよい（公知の遊技機と同様のものが適用できる）ため、説明は省略する。
【００１３】
　以下、表示装置１０を用いて実行される図柄変更示唆演出について説明する。なお、以
下で説明する図柄変更示唆演出を実行することが可能なものであれば、その演出を制御す
るものの構造（演出（表示装置１０）を制御する基板の構造や種類等）や、演出の決定（
抽選）方法等はどのようなものであってもよいため、かかる点についての説明は省略する
（公知の演出を決定する手法、演出を制御する手法を用いることができる）。
【００１４】
　当否判定手段による当否判定結果（遊技者に有利な特典を付与するか否か）は、識別図
柄２０の組み合わせによって報知される（識別図柄２０を用いて当否判定結果を報知する
手段が、本発明における報知手段に相当する）。なお、識別図柄２０の組み合わせとは、
識別図柄２０の配列を考慮したものをいう（以下同じ）。つまり、ある識別図柄２０の組
み合わせを構成する図柄の種類が全く同じであっても、その順序が異なる場合には、組み
合わせが異なるものとする。
【００１５】
　図２に示すように、本実施形態における識別図柄２０は、「１」～「９」の数字が付さ
れた図柄である。また、本実施形態では、「１」～「９」の識別図柄２０を含む識別図柄
２０群は三つ設定（いわゆる左リール（左の識別図柄２０群）、中リール（中央の識別図
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柄２０群）、右リール（右の識別図柄２０群）に対応する識別図柄２０群が設定）されて
おり、当否判定結果が報知される際に変動表示される。なお、識別図柄２０の数は適宜変
更可能である。最終的に停止した識別図柄２０の組み合わせ（各識別図柄２０群から一つ
ずつ選択されて停止した三つの識別図柄２０の組み合わせ）が所定の組み合わせとなった
とき（例えば同じ識別図柄２０の三つ揃い）には大当たりとなり、それ以外の場合にはは
ずれとなる。なお、図２においては、数字のみを示すが、この数字とともに変動する図柄
（キャラクタ図柄等）が設定されていてもよい。
【００１６】
　一の識別図柄２０群を構成する複数の識別図柄のうち、「３」「５」図柄は第一識別図
柄２０ａ（本発明における進行示唆図柄に相当する。第一識別図柄２０ａであることを分
かりやすくするため、「３」「５」を丸囲みで図示する）として、それ以外の図柄は第二
識別図柄２０ｂとして設定されている。また、中リールの「７」図柄は特別図柄２０ｓ（
特別図柄２０ｓであることを分かりやすくするため、中リール「７」を四角囲みで図示す
る）として設定されている。なお、本実施形態では、第一識別図柄２０ａ、第二識別図柄
２０ｂ、特別図柄２０ｓは、色や数字とともに変動する図柄の態様によって見た目上区別
することができるように構成されている。ただし、見た目上区別することができない構成
としてもよい。
【００１７】
　このように区分される識別図柄２０を用いて図柄変更示唆演出が実行される。本実施形
態における図柄変更示唆演出は、いわゆる擬似連続演出の一部として実行される（図柄変
更示唆演出を経た擬似連続演出を実行する手段が本発明における設定手段に相当する）。
擬似連続演出は、ある一つの当否判定結果を報知するに際し、変動する識別図柄２０およ
び付随図柄３０を一または複数回仮停止（擬似停止）させて、その回数（連続回数；以下
、仮停止が発生しないときには連続回数１回、仮停止が１回発生するときには連続回数２
回・・・というように設定されているものとする）によって大当たりとなる蓋然性（いわ
ゆる期待度）を示唆するものである。換言すれば、演出の継続性を担保しつつ、仮停止し
た後、再変動することが一または複数回繰り返され、その繰り返し回数によって大当たり
となる蓋然性を示唆するものである。本演出においては、連続回数（繰り返し回数）が多
くなればなるほど、大当たりとなる蓋然性が高まるように設定される。
【００１８】
　なお、本実施形態における仮停止は、識別図柄２０が微妙に揺動する態様の停止である
。停止したかのように見せて識別図柄２０が微妙に動いている態様のものであれば仮停止
はどのような態様であってもよい。
【００１９】
　本実施形態における擬似連続演出では、仮停止した識別図柄２０の組み合わせが、同じ
図柄の三つ揃い等、大当たりであることが確定する組み合わせ以外の所定の組み合わせ（
以下、連続目と称することもある。かかる連続目が本発明における所定の組み合わせ態様
に相当する）となったときに、再び変動する（このように仮停止後再び変動することを、
演出が継続する、と称することもある）。一方、大当たりであることが確定する組み合わ
せ以外の組み合わせおよび上記所定の組み合わせ以外の組み合わせ（以下、非連続目と称
することもある。かかる非連続目が本発明における所定の組み合わせでない態様に相当す
る）となった場合には、そのまま停止する（はずれであることが報知される）ように構成
されている。したがって、連続目が仮停止した場合には、遊技者にとって有利な遊技の進
行の可能性が生じ、非連続目が停止した場合にはその可能性が無くなることとなる。
【００２０】
　本実施形態における連続目は、仮停止した三つの識別図柄２０のうちの中リールに特別
図柄２０ｓである「７」の識別図柄２０が位置したものであり、それ以外は非連続目とな
る。このように、本実施形態では、複数の識別図柄２０のうちの少なくとも一部が特別図
柄２０ｓとして設定され、仮停止した三つの識別図柄２０のうちに特別図柄２０ｓが含ま
れる所定の組み合わせとなったときに、演出が継続するように設定されている。
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【００２１】
　以下、擬似連続演出に用いられた図柄変更示唆演出の具体例について説明する。ある当
否判定結果を報知するに際し、識別図柄２０が変動を開始する（図３（ａ）参照）。所定
時間変動した後、各識別図柄２０群に含まれる一の識別図柄２０が仮停止（以下一次仮停
止という。後述する二次仮停止の前の仮停止という意味である。）する（図３（ｂ）参照
）。
【００２２】
　一次仮停止時の中リール（特定位置）に特別図柄２０ｓである「７」の識別図柄２０が
位置している場合には、連続目が仮停止したとして演出が継続する。一方、一次仮停止時
の中リールに「７」の識別図柄２０が位置していない場合には、一見すると非連続目が停
止したかのように感ずる。ここで、本実施形態では、一旦非連続目が停止したかのような
仮停止を発生させた上で、その仮停止形が変化する場合がある。かかる演出が図柄変更示
唆演出である。演出の内容を決定する手段によって所定の条件が成立した場合に、当該図
柄変更示唆演出が実行される。
【００２３】
　図柄変更示唆演出は、一次仮停止した三つの識別図柄２０のうちのいずれかに「３」「
５」の第一識別図柄２０ａが含まれていた場合の方が、第一識別図柄２０ａが含まれてい
なかった場合（第二識別図柄２０ｂのみであった場合）よりも、その後連続目となる蓋然
性が高まるように設定された演出である。
【００２４】
　図柄変更示唆演出は次のようなものである。図３（ｂ）に示すように、一次仮停止した
識別図柄２０の組み合わせが左から「１」「２」「３」であったとする。つまり、特別図
柄２０ｓである「７」が中リールに位置しておらず、そのままであれば非連続目となる仮
停止態様である。しかし、右リールには、第一識別図柄２０ａである「３」が仮停止して
いる。
【００２５】
　このような組み合わせで一次仮停止した後、中リールの識別図柄２０群が再変動し（図
３（ｃ）参照）、中リールの「２」の識別図柄２０が「７」に変わって二次仮停止する（
図３（ｄ）参照）。つまり、左から「１」「２」「３」であった識別図柄２０の組み合わ
せが、「１」「７」「３」の組み合わせとなる。すなわち、一次仮停止時には非連続目で
あった組み合わせ態様が、連続目に変化する。なお、一次仮停止後、全てのリールの識別
図柄２０群が再変動した上で、中リールの識別図柄２０が「７」となる（左リール、右リ
ールの識別図柄２０は何でもよい）ようにしてもよい。
【００２６】
　このようにして、特別図柄２０ｓである「７」の識別図柄２０が、最終的に特定位置で
ある中リールに位置した仮停止状態となったとき、すなわち一次仮停止の後の二次仮停止
の態様として連続目となったとき（成功演出が発生したとき）、演出が継続することとな
る。つまり、二次停止後、再び各識別図柄２０群が変動を開始する（図３（ｆ）参照）。
【００２７】
　ここで、識別図柄２０が連続目で二次仮停止した後、再び各識別図柄２０群を変動させ
る際には、識別図柄２０が一次仮停止したとき組み合わせに戻さず、そのまま連続目の態
様を変動開始態様として維持させる。例えば一次仮停止時の識別図柄２０の組み合わせが
左から「１」「２」「３」であり、二次仮停止時の識別図柄２０の組み合わせが左から「
１」「７」「３」であった場合、当該「１」「７」「３」の態様を変動開始態様として設
定する。
【００２８】
　したがって、変動のスクロール方向が識別図柄２０の数字が増加していく方向であれば
、変動開始態様である「１」「７」「３」（図４（ａ）参照）から「２」「８」「４」（
図４（ｂ）参照）→「３」「９」「５」（図４（ｃ）参照）・・・というように変動して
いく。識別図柄２０の数字が減少増加していく方向であれば、変動開始態様である「１」



(6) JP 2017-845 A 2017.1.5

10

20

30

40

50

「７」「３」から「９」「６」「２」→「８」「５」「１」・・・というように変動して
いく。
【００２９】
　このように、識別図柄２０が一次仮停止したとき組み合わせに戻さず、そのまま連続目
の態様を変動開始態様として維持させることで、変動の再開をスムーズなものとすること
が可能である。また、一次仮停止したときの組み合わせを一時的に記憶させておく必要が
ないため、演出制御上の負担を小さくすることが可能である。
【００３０】
　一方、図５に示すように、一次仮停止時における識別図柄２０の組み合わせに第一識別
図柄２０ａが含まれていたものの（図５（ａ）（ｂ）参照）、特別図柄２０ｓである「７
」の識別図柄２０が中リールに位置した仮停止状態とならない場合（失敗演出）（図５（
ｃ）（ｄ）参照）が発生することもある。つまり、予め演出を継続させないことが決定さ
れているときであって、図柄変更示唆演出を発生させる場合には、一次仮停止後中リール
の識別図柄２０群が再変動するものの、特別図柄２０ｓである「７」の識別図柄２０が中
リールに位置した仮停止状態とならないように設定されている。
【００３１】
　つまり、本実施形態では、一次仮停止時における識別図柄２０の組み合わせに第一識別
図柄２０ａが含まれている場合、特別図柄２０ｓである「７」の識別図柄２０が含まれる
中リールが再変動しやすく設定されており、その分二次仮停止時における識別図柄２０の
組み合わせが連続目になりやすい構成であるともいえる。なお、一次仮停止時における識
別図柄２０の組み合わせに第一識別図柄２０ａが含まれた非連続目であれば、必ず二次停
止時における識別図柄２０の組み合わせとして連続目に変化する構成としてもよい。また
、一次仮停止時における識別図柄２０の組み合わせに第一識別図柄２０ａが含まれた非連
続目であっても、第一識別図柄２０ａが含まれない非連続目であっても、中リールが再変
動する割合は変わらないが、再変動したときに連続目に変化する（演出が成功する）蓋然
性が、一次停止時における識別図柄２０の組み合わせに第一識別図柄２０ａが含まれた非
連続目であるときの方が、第一識別図柄２０ａが含まれない非連続目であるときよりも高
くなるように設定された構成としてもよい。つまり、トータルとして、一次仮停止した三
つの識別図柄２０のうちのいずれかに「３」「５」の第一識別図柄２０ａが含まれていた
場合の方が、第一識別図柄２０ａが含まれていなかった場合よりも、その後連続目となる
蓋然性が高まるように設定されていればよい。また、三つの識別図柄２０に含まれる第一
識別図柄２０ａの数が多ければ多いほど、その後連続目となる蓋然性が高まるように設定
されていてもよい。
【００３２】
　したがって、遊技者は、基本的に大当たりとなる識別図柄２０が停止することを願うこ
ととなるが、それ以外の場合には連続目が停止することを願い、連続目が停止しない場合
には「３」「５」の第一識別図柄２０ａが停止することを願いつつ変動を見守ることとな
る。なお、かかる図柄変更示唆演出は、専用の演出で（画面が切り替わる等して）実行さ
れるようにしてもよい。
【００３３】
　また、連続目が仮停止した後、再び各識別図柄２０群が変動を開始したとき（変動開始
前でもあってもよいし、変動開始後であってもよい）には、演出の継続性を保つ表示がな
される。遊技者が、ある当否判定結果を報知する演出が継続していることを理解できる表
示であれば、その態様はどのようなものであってもよい。例えば、図３（ｅ）に示すよう
に「継続」といった表示をしたり、図３（ｆ）に示すように「×２」といった表示をした
りする。なお、「×ｎ（ｎは自然数）」は、連続回数がｎ回目であることを示す表示であ
る。また、最初の変動時に表示されていたムービーが、次の変動開始時にそのまま継続す
る、といった演出とすることにより、演出の継続性を担保してもよい。
【００３４】
　このように、擬似連続演出では、演出の継続性を保ちつつ連続目で仮停止（二次仮停止
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）した複数の識別図柄２０群を再び変動させることを一または複数回繰り返す。その繰り
返し回数によって、当否判定結果が大当たりとなる蓋然性を遊技者に示唆する。なお、本
具体例は、特別図柄２０ｓを含む非連続目で一次仮停止した後、図柄変更示唆演出を経て
連続目に変化するものであるが、一連の擬似連続演出において、図柄変更示唆演出を経ず
に連続目が停止することがあってもよい。
【００３５】
　このような演出の継続が一または複数回発生（連続回数は当否判定結果を踏まえて予め
決定される）した後、いわゆるリーチ演出を経て（図３（ｇ）参照）、当否判定結果が大
当たりである場合には、大当たりであることが報知される（図３（ｈ）参照）。大当たり
でない場合には、はずれであることが報知される（図３（ｉ）参照）。
【００３６】
　上記具体例では、特別図柄２０ｓである「７」の識別図柄２０が特定位置である中リー
ルに位置した態様が連続目であることを説明したが、これはあくまで一例であり、連続目
の態様はこのようなものに限られない。例えば、特別図柄２０ｓである「７」の識別図柄
２０が含まれている組み合わせの全てを連続目としてもよい（左リールや右リールの「７
」図柄を特別図柄２０ｓとしてもよい）。また、特別図柄２０ｓが複数設定されていても
よい。また、左から識別図柄２０が順番に並んだ態様「１」「２」「３」や「５」「６」
「７」（いわゆる順目）を連続目として設定してもよい。この場合、一次仮停止後、左リ
ール、中リール、右リール全ての識別図柄２０群が変動することで、連続目となるかどう
かの演出が実行される。
【００３７】
　ここで、上記具体例のように、演出が継続するかどうかを表示する特別図柄２０ｓが一
または複数設定された構成とする場合、識別図柄２０の一部である特別図柄２０ｓは、そ
の他の識別図柄２０に比して遊技者にとって高価値の図柄として認識されるような位置づ
けにするとよい。基本的には、識別図柄２０は、当否判定結果（特典を付与するかどうか
）を報知するものであるところ、特別図柄２０ｓが含まれている組み合わせが表示された
際に付与される大当たり（特典）の方が、特別図柄２０ｓを含まない組み合わせが表示さ
れた際に付与される大当たり（特典）よりも優位なものとなりやすいように設定されてい
るとよい。例えば、本実施形態のように、同じ識別図柄２０の三つ揃いとなったときに大
当たりとなる設定である場合、特別図柄２０ｓである「７」が三つ揃いとなったときの方
が、それ以外の識別図柄２０が三つ揃いとなったときよりも優位なものとなりやすいよう
に設定する。
【００３８】
　このように、演出の継続（有利な遊技の進行）を示す場面だけでなく、大当たり（特典
）を付与するか否かを報知する場面においても特別図柄２０ｓがその他の識別図柄２０よ
りも高価値な図柄として設定されていれば、演出の継続を示す場面と、大当たりを付与す
るか否かを報知する場面において識別図柄２０内における特別図柄２０ｓの価値がリンク
する趣向性の高い演出とすることが可能である。
【００３９】
　同様に、識別図柄２０の一部である第一識別図柄２０ａは、第二識別図柄２０ｂに比し
て遊技者にとって高価値の図柄として認識されるような位置づけにするとよい。具体的に
は、第一識別図柄２０ａが含まれている組み合わせが表示された際に付与される大当たり
（特典）の方が、第二識別図柄２０ｂが含まれている組み合わせが表示された際に付与さ
れる大当たり（特典）よりも優位なものとなりやすいように設定されているとよい。例え
ば、本実施形態のように、同じ識別図柄２０の三つ揃いとなったときに大当たりとなる設
定である場合、第一識別図柄２０ａである「３」や「５」が三つ揃いとなったときの方が
、第二識別図柄２０ｂである「１」や「２」等が三つ揃いとなったときよりも優位なもの
となりやすいように設定する。
【００４０】
　このように、演出が継続する蓋然性（有利な遊技の進行が実行される蓋然性）が高まっ
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たことを示唆する場面だけでなく、大当たり（特典）を付与するか否かを報知する場面に
おいても第二識別図柄２０ｂよりも高価値な図柄として設定されていれば、演出が継続す
る蓋然性が高まったことを示唆する場面と、大当たりを付与するか否かを報知する場面に
おいて識別図柄２０内における第二識別図柄２０ｂに対する第一識別図柄２０ａの価値が
リンクする趣向性の高い演出とすることが可能である。
【００４１】
　なお、大当たり（特典）の優位性を決定する要素としては、平均的に獲得できる遊技球
の数が多くなる蓋然性が高い、大当たり終了後に移行する遊技状態が良くなる蓋然性が高
い（例えば高確率状態に移行する（移行しやすい））等が例示できる。また、特別図柄２
０ｓである「７」が三つ揃いとなったときの大当たりの優位性と、第一識別図柄２０ａで
ある「３」や「５」が三つ揃いとなったときの大当たりの優位性は、同じであってもよい
。ただし、特別図柄２０ｓは演出が継続することが確定することを示す図柄であるのに対
し、第一識別図柄２０ａである「３」や「５」はあくまで演出が継続する蓋然性が高くな
ることを示す図柄であるから、特別図柄２０ｓである「７」の方が高価値である印象を受
ける。そのため、本実施形態では、特別図柄２０ｓである「７」が三つ揃いとなったとき
の大当たりの優位性は、第一識別図柄２０ａである「３」や「５」が三つ揃いとなったと
きの大当たりの優位性よりも大きく設定されている。
【００４２】
　上記具体例では、いわゆる擬似連続演出において図柄変更示唆演出が用いられることを
説明したが、いわゆる保留連続演出において図柄変更示唆演出が用いられることがあって
もよい。保留連続演出は、ある当否判定結果を報知する際に、それより前の当否判定結果
を報知する際の演出を利用して、当該ある当否判定結果が大当たりとなる蓋然性を示唆す
るものである。保留連続演出において図柄変更示唆演出が用いられることが決定された場
合、ある当否判定結果を報知する前の一または複数回の当否判定結果が報知される際に識
別図柄２０の変動を仮停止（一次仮停止）させた後、図柄変更示唆演出を経て連続目とな
る識別図柄２０の組み合わせが停止（一次仮停止の後の二次停止）するようにする。つま
り、大当たりを報知する識別図柄２０の組み合わせでない連続目を表示することによって
、ある当否判定結果を報知する前の一または複数回の当否判定結果がはずれであることを
報知しつつ、次の当否判定結果に期待がもてるようにする。上記擬似連続演出と同様、演
出を継続させる場合には、演出が継続していることを遊技者が理解できる表示をする。
【００４３】
　このような複数の当否判定結果を跨いで実行される演出の継続性により、上記ある当否
判定結果が大当たりとなる蓋然性が高まることを遊技者に示唆する。かかる保留連続演出
において図柄変更示唆演出を用いてもよい。
【００４４】
　以上説明したように、本実施形態にかかる遊技機１では、遊技者に有利な遊技の進行の
可能性があることを示唆する識別図柄２０の所定の組み合わせ（連続目）が設定されてお
り、当該所定の組み合わせ態様とならなかった（非連続目となった）場合でも、図柄変更
示唆演出が発生し、識別図柄２０の組み合わせ態様が変わって所定の組み合わせ態様に変
化する場合がある。そして、当該変化が発生する蓋然性は、所定の組み合わせ態様でない
組み合わせを構成する識別図柄２０に第一識別図柄２０ａが含まれる場合の方が、第一識
別図柄２０ａが含まれない場合（第二識別図柄２０ｂのみが含まれる）よりも高く設定さ
れているから、所定の組み合わせ態様でなくても、第一識別図柄２０ａが含まれていれば
所定の組み合わせ態様に変化するのを期待することができる趣向性の高い演出とすること
が可能である。換言すれば、第一識別図柄２０ａと第二識別図柄２０ｂに価値（有利な遊
技の進行が期待できるほど高価値とする）の差を設定することにより、所定の組み合わせ
態様でない態様のときに当該組み合わせ態様にも価値の差が生じる趣向性の高い遊技機１
とすることが可能である。
【００４５】
　以上、本発明の実施の形態について詳細に説明したが、本発明は上記実施の形態に何ら
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限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の改変が可能である。
【００４６】
　上記実施形態における図柄変更示唆演出は、非連続目を構成する識別図柄２０の組み合
わせに第一識別図柄２０ａが含まれているときの方が、第一識別図柄２０ａが含まれてい
ないときよりも、その後の変動によって連続目に変化しやすい演出であることを説明した
が、第一識別図柄２０ａが特定の位置（左リール、中リール、右リールの少なくともいず
れか）に位置しているときの方が、第一識別図柄２０ａが特定の位置に位置していないと
きよりも、その後の変動によって連続目に変化しやすい設定としてもよい。つまり、第一
識別図柄２０ａが停止または仮停止する位置（リール）が特定されていてもよいし、特定
されていなくてもよい。
【００４７】
　また、上記実施形態では、図柄変更示唆演出が発生したとき、連続目に変化する蓋然性
（演出が成功する蓋然性）が高まる、いわゆるチャンスアップパターンが設定されていて
もよい。例えば、第一識別図柄２０ａの色によって、連続目に変化する蓋然性を示唆する
ようにしてもよい。また、複数の第一識別図柄２０ａが設定されている場合、ある第一識
別図柄２０ａが含まれた非連続目である場合よりも、別の第一識別図柄２０ａが含まれた
非連続目である場合の方が連続目に変化する蓋然性が高まるように設定されていてもよい
。つまり、複数の第一識別図柄２０ａにおいて、その価値の差を設定してもよい（上記実
施形態であれば、「３」よりも「５」の方が最終的に連続目となる蓋然性が高い、という
設定にしてもよい）。
【００４８】
　また、上記実施形態では、連続目が停止または仮停止したとき、演出が継続することに
よって大当たりとなる蓋然性が高まることが、「遊技者にとって有利な遊技の進行」であ
るとしたが、これはあくまで一例である。例えば、連続目が停止または仮停止したとき、
大当たりとなる可能性があるリーチ演出や、このようなリーチ演出に発展する可能性があ
る予告演出に移行することが、「遊技者にとって有利な遊技の進行」として設定された構
成としてもよい。
【００４９】
　また、上記実施形態における図柄変更示唆演出を用いた擬似連続演出は、変動開始→変
動→一次仮停止→二次仮停止→再変動・・・という演出の流れであることを説明したが、
これに限るものではない。一次仮停止や二次仮停止は、完全に停止するものであってもよ
い。同様に、図柄変更示唆演出を用いた保留連続演出は、変動開始→変動→一次仮停止→
二次停止（当否判定結果がはずれであることの報知）→（次の当否判定結果報知のための
）変動開始・・・という演出の流れであることを説明したが、これに限るものではない。
一次仮停止は、完全に停止するものであってもよい。つまり、一次停止または一次仮停止
と、二次停止または二次仮停止の間に変動が発生せず、図柄変更示唆演出によって図柄の
組み合わせ態様が変化する構成であればよい。
【００５０】
　上記実施形態から得られる具体的手段（遊技機）を以下に列挙する。
　手段１にかかる遊技機は、表示装置において複数種の識別図柄を含む複数の識別図柄群
を変動表示後、前記複数の識別図柄群の各々から選択された識別図柄を停止させ、当該停
止した識別図柄の組み合わせにより、遊技者に有利な特典を付与するか否かの当否判定結
果を報知する報知手段と、変動する前記複数の識別図柄群を前記複数の識別図柄群の各々
から選択された識別図柄の組み合わせで停止または仮停止させるときに、前記当否判定結
果で前記特典を付与する前記識別図柄の組み合わせとは異なる所定の組み合わせ態様とな
るとき、遊技者に有利な遊技の進行の可能性が生じるように設定する一方、前記所定の組
み合わせ態様でないときには前記有利な遊技の進行の可能性が生じないように設定し、所
定条件が成立した場合に前記所定の組み合わせでない態様のときに前記所定の組み合わせ
態様に変化するように設定する設定手段と、を備え、少なくとも一つの前記識別図柄群に
含まれる複数種の識別図柄は、一または複数の進行示唆図柄を含み、前記設定手段が、前
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記複数の識別図柄群を前記複数の識別図柄群の各々から選択された識別図柄の組み合わせ
で停止または仮停止したときの組み合わせ態様が前記所定の組み合わせ態様ではないとき
、当該組み合わせ態様の中に前記進行示唆図柄が含まれているときの方が、前記進行示唆
図柄が含まれていないときよりも、前記所定の組み合わせでない態様から前記所定の組み
合わせ態様に変化されやすく設定されていることを特徴とする。
【００５１】
　手段２にかかる遊技機は、手段１に記載の遊技機において、前記設定手段は、一の前記
当否判定結果を報知するに際し、前記所定の組み合わせでない態様から前記所定の組み合
わせ態様に変化させて仮停止させた後、演出の継続性を保ちつつ前記複数の識別図柄群を
再び変動させることを一または複数回繰り返す演出が実行可能であることを特徴とする。
【００５２】
　手段３にかかる遊技機は、手段１に記載の遊技機において、前記設定手段は、ある前記
当否判定結果を報知するに際し、それより前の一または複数の前記当否判定結果を報知す
るときに前記所定の組み合わせでない態様から前記所定の組み合わせ態様に変化させて停
止させた後、演出の継続性を保ちつつ次の前記当否判定結果を報知するために前記複数の
識別図柄群を再び変動させることを一または複数回繰り返す演出が実行可能であることを
特徴とする。
【００５３】
　手段４にかかる遊技機は、手段２または手段３に記載の遊技機において、前記所定の組
み合わせ態様でない各識別図柄を前記所定の組み合わせ態様で停止または仮停止させた後
、前記複数の識別図柄群を再び変動させる際、前記所定の組み合わせ態様ではない態様に
戻さず、前記所定の組み合わせ態様を変動開始態様として維持したまま、各識別図柄群を
再び変動させることを特徴とする。
【００５４】
　手段５にかかる遊技機は、手段１から手段４のいずれかに記載の遊技機において、少な
くとも一つの前記識別図柄群に含まれる複数種の識別図柄には、特別図柄が設定されてお
り、前記所定の組み合わせ態様を構成する前記識別図柄には、前記特別図柄が含まれるこ
とを特徴とする特徴とする。
【００５５】
　手段１の遊技機では、停止または仮停止したときの識別図柄の組み合わせ態様が所定の
組み合わせ態様ではないとき、当該組み合わせ態様の中に進行示唆図柄が含まれていると
きの方が、進行示唆図柄が含まれていないときよりも、所定の組み合わせ態様に変化する
蓋然性が高く設定されている。したがって、所定の組み合わせ態様で停止または仮停止し
なくても、進行示唆図柄が含まれていれば所定の組み合わせ態様に変化するのを期待する
ことができる（停止または仮停止する組み合わせに進行示唆図柄が含まれることを期待す
る）趣向性の高い演出とすることが可能である。換言すれば、進行示唆図柄の有無で価値
（有利な遊技の進行が期待できるほど高価値とする）の差を設定することにより、所定の
組み合わせ態様でない態様のとき（いわゆるはずれ目が停止または仮停止したとき）に当
該組み合わせ態様にも価値の差が生じる趣向性の高い遊技機とすることが可能である。
【００５６】
　上記構成は、手段２にかかる遊技機のように、識別図柄が仮停止した後、演出の継続性
を保ちつつ再び変動するか否かの分岐として用いること（いわゆる擬似連続演出として用
いること）も可能であるし、手段３にかかる遊技機の発明のように、識別図柄が停止した
後、演出の継続性を保ちつつ再び変動するか否かの分岐として用いること（いわゆる保留
連続演出として用いること）も可能である。
【００５７】
　手段４にかかる遊技機では、識別図柄が所定の組み合わせ態様で仮停止または停止した
後、再変動させるとき、所定の組み合わせ態様ではない態様に戻さず、所定の組み合わせ
態様を変動開始態様として維持したまま、再変動させるため、仮停止または停止した後の
変動再開をスムーズに行うことが可能である。
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【００５８】
　手段５にかかる遊技機のように、複数の識別図柄のうちの一部である特別図柄を、所定
の組み合わせ態様を構築する際に必要な図柄として設定することで、停止または仮停止す
る識別図柄の種類に対する遊技者の興味をさらに高めることが可能である。
【符号の説明】
【００５９】
１　遊技機
１０　表示装置
２０　識別図柄
２０ａ　第一識別図柄（進行示唆図柄）
２０ｂ　第二識別図柄
２０ｓ　特別図柄

【図１】 【図２】
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